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行政連絡

環境省 平成30年度浄化槽推進関係予算(案)の概要

1. 浄化槽整備のための国庫助成

平成29年12月22日 環境省浄化槽推進室

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、市町村等が実施する浄化槽整備を推進するとともに、
地球温暖化対策に資する浄化槽の省エネ改修に対して国庫助成を行う。

○ 循環型社会形成推進交付金(浄化槽分) 8,

【29年度補正
○ 二酸化炭素排出抑制事業費等補助金(浄化槽分)

421百万円
1,000百万円】
1,600百万円

【単位:百万円】

平成29年度 平成30年度 対前年度比

(9, 039) ※

予算事項

循環型社会形成推進交付金
二酸化炭素排出抑制事業費等補助金

計【30年度】

循環型社会形成推進交付金

【補正】

計【補正+30年度】

予算額

8, 421

1, 000

(10, 039)
9, 421

1, 000

※28年度補正

予算(案)

(8, 916)
8, 421

1, 600

(10, 516)

10, 021

( 98. 6%)
100. 0%

160. 0%

(104. 7%)
106. 3%

1, 000 100. 0%

※29年度補正

(11, 039)

10, 42 1
(11, 516)
11, 021

※上段( )は、内閣府 [沖縄]、国土交通省 [北海道、離島〕計上分を含む額

上記の他、

○ 地方創生推進交付金 (内閣府に計上) 1,000億円の内数
地方版総合戦略の本格的な推進に向けた地方創生の深化のための交付金。

(104. 3%)

105. 7%

本交付金のうち、「地方創生汚水処理施設整備推進交付金」は、(旧) 地域再生基盤強化交付金(環境省、
農林水産省、国土交通省所管の汚水処理施設等を総合的に整備する汚水処理施設整備交付金等)から再
編され、平成28年度に創設されたもの。

2. 国庫助成の内容

<循環型社会形成推進交付金>

○ 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 【個人設置型, 市町村設置型】
環境配慮型浄化槽(省エネ化、コンパクト化、再生材使用、ディスポーザ対応)を推進するとともに、

単独転換促進施策、及び強靭なまちづくり施策と組み合わせて総合的に推進する。(助成率1/2)

Ο 公的施設単独処理净化槽集中転換事業 【市町村設置型】
単独転換促進の指導を行う立場である地方公共団体が所有する単独処理浄化槽が、全国で約5万基近
く残存しているため、市町村設置型の浄化槽整備を行っている市町村がその単独処理浄化槽を集中的に
撤去し、合併処理浄化槽へ転換する費用について助成を行う。(助成率1/3.1/2)

改 市町村設置型事業の基数要件見直しによる自治体負担の軽減 【市町村設置型】

交付申請時に年間整備基数の要件 (20基以上)を複数年度の事業計画の審査に基づき交付の可否を確定
するものに改める。具体的には、①地域計画の計画期間 (5~7年程度) 中に100世帯(過疎地域においては
50世帯)以上を対象にする浄化槽整備事業である場合(地域計画において期間及び目標を定めた計画が

定められる等目標達成に確実性が認められるもの)、又は、②現に市町村設置型事業において100世帯以
上を対象に浄化槽による汚水処理サービスを提供していて浄化槽を追加で整備する場合とする。
※(財政当局と調整中)
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